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地方における港湾経営と

ウォーターフロント開発について

一青森県を例として一
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今日の港湾を取り巻く問題を見てみると，ほとんどが，所謂大港湾につい

ての問題であるといえるU
大都市の無秩序な開発とそれに付随するウォーターフロン卜部の再開発な

どが現代の港湾問題の中心をなすものだと考えられている：）港湾は言うまで

もなく ，海上部と陸上部を結ぶ結節点、で、あるが．点、としての位置づけだけで

なく．面としての位置づけも重要視されるようになってきた。

一般的IL，地方の港湾は．大都市圏にある港湾（大港湾） Iζ比較し，経営

という考えが脆弱になりがちである。しかしながら．地方において乙そ，港

湾経営l乙対する考えを明確にする必要性が多大であると考えられる：）我が固

における社会資本の考え方が欧米におけるそれと異なると言う乙とは，多く

の人によって指摘されてきた。例えば．港湾においては特定少数の人が利用

するという乙とから政策の一環として，また行政の一環として運営が行われ

がちである。

すなわち，地域経済との関連で言えば．国家的要請が前面に出たために，

都市機能と港湾機能の有機的結合が不十分であったと言えよう。換言すれ

ば．欧米にくらべ市民と港の結びつきが弱い傾向か強い：）

文，ウォーターフロントは決して都市的な活用方法だけでなく． 「人Jと
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「水」との歴史的な関係も考慮する必要があるように考えられる。その点か

らも，現在のウォーターフロン卜開発に関する議論は余りにも一面的過ぎる

と思われる。

そ乙で， 地方都市における港湾経営問題について，ウォーターフロント開

発については地域開発に果たす役割などを参考にしつつ考察を進めていく乙

ととする。

2.青森地域経済の現状について

地方と大都市との格差拡大か大きな社会問題となっている。例えば，都道

府県別の一人当たりの県民所得は l位の東京都と最下位の沖縄県の差か2.10

倍となっている。

図 1 主要工業地域の分布（1983年）

（出典）竹内i享彦，技術革新と工業地域，大明堂 p.39. 
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青森県も沖縄県と並んで全国最下位グループに属しているが，これは第 1

次産業lζ依存する産業構造や企業立地の少なさによる若年労働人口の流出な

ど複合的な理由か考えられる。

周知の通り日本の国土は東海道本線 ・山陽本線に沿った地域にあたる過密

地域とその他の過疎地域lζ分類することが可能である。

図lの通りに主要工業地域の分布からも前述の乙とは明白である。

青森県は本州、｜の北端K位置し，青函連絡船等により結節点の役割を果たし

てきた。又，三方を太平洋．日本海，津軽海狭の海iζ固まれている。そのう

え，奥羽山脈か南北にはしり四方を阪断された地形になっている。乙の乙とか

長い間効率的な発展の妨げのー要因になったと指摘されている。

地域経済l乙大きな役割を果たす産業構造についても大きな特色がある。そ

れは全固に比べて第l次産業の比率が高く．又．第2次産業の比率か著しく

低いという点である。

また，自然環境は厳しいものがあるが，それを克服し，りん乙，ながいも，

kんにくは全国l位の生産量を占め，米作も全国 トップクラスの生産量を誇っ

ている。水産業もほたて，鰯，さば，いかなどが有数であり，食料供給面で大

きな役割を果たしているといえる。

ちなみに．八戸港の平成元年の水揚げ数量は77万3829トンで釧路港（北海

道）に次いで全国2位であった。金額ベースで見ると福岡港（福岡県）長崎港

（長崎県）焼津（静岡県） IL次いで4位であった：）

工業においては，八戸地区新産業都市に鉄鋼，窯業・土石， 化学．紙 ・パ

ノレフ。等の基礎素材型産業を中心とした企業が立地し，北東北の工業の中心

となっている。また．近年lζおいては内陸部において電気機械等の加工型組

立型産業の立地が著しく増加している。

青森県の工業の特色と して食料品．紙・パルプ．木材・家具（ひば等）の

生活関連型産業が多く ，味噌・醤油． 津軽塗り ，水産加工品等の伝統的産業

（地場産業）の健闘があげられると言えよう。

以上の概況から言えるように，青森県の産業は繊維製品と農畜産・水産品

以外では移入超過となっている。第 l次産業や財政i乙依存する経済構造から
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の脱却が当面求められる基本政策であると考えられる。それは，天候や国家

財政の動きに大きく影響を受けやすい理由による。乙のような体質からの脱

却を図るためにも，既存産業の振興，地場産業の見直し（村お乙しの展開），

青森地域テクノポリ ス開発計画の推進，むつ小川原開発計画等の産業構造の

高度化を早急に図る必要が大である。

経済の発展には，交通の整備が不可欠である乙とは言うまでもない。青森

県においても首都圏から遠隔の地であるというハンディキャップを克服する

ために高速交通体系の整備が急がれている。また，青森空港 ・三沢空港とい

う全国的に見ても珍しいツイン空港も実現している。現時点での政策として

は，北日本地域における交通拠点としての位置づけを確保する必要かあろう。

地理的lζ見ると青森県は，北日本の交通の結節点に位置しており，乙の優

位性を生かして新幹線の整備，高速道路の整備．航空体系の整備，物流需要

の高度化 ・多様化K対応した港湾の整備などをすすめる必要がある。

図 2 青森県の港湾



地方Kおける港湾経営とウォーターフロント開発について 179 

表 1 青森県の港湾

港区湾分 ill' if'j 名 設立年月lI i市忘要年港月湾
指 lI ill' irJ l旦 l法

八 戸 28. 4.10 26. 1.19 五戸川inffl布J;¥(.It綿40！正35分19秒、＊絞141度28分32秒）

から901正1,000メート1レの地』1まで』j， ，、た線、同地.•.＇，よか ら lI 

If',れ（3.3メートル）にづ｜いた線、 j,;)れから1801主にせ｜いた

線＆ぴ除！；‘により111じまれた海j(1j.Jf；ぴに新JHLI川泌総下械の

i”I川水I自ii.土ぴ鳥羽:i川締切拠下if.Elli.！！~il::i川 ノ•）＜ j(i j 。
重

戸山市を中心として 3,600メートyレの、HそをむするI.If内の海大 t長 " 44. 4. 1 
ffii及びIll名指II川鉄橋ドif.（の i•f川水 1f1i 。

ご』・』•. 森 39. 7 .21 26. 1.19 j'!j凹if（二等二角点（」t綜40!.lt51分29秒、＊経140皮41分39秒）
1長

から保！.：， （」Uif.40皮54分3抄・＊経1401Jt51分27秒）までづ｜

いた線および除停により｜川まれた；f~ 1f1i な らびに淀川抗政相官

ーFi立のin!Jll水if1i.ただしif(!iV!i:tの胤去により指定された，・；・

i在 様I魚沼の区域を除〈 。

むつ小）lj)jfi 52. 3.30 52. 9.13 棚のiK?.f111.＇，；人（8.82メー トル）（北総411Jl'1分21秒、収総141

度23分10秒）から109！正5,850メー トlレの地.＇.＇，；.・から2701庄にづl

i!'i いた線、！”l地点から177！瓦9,980メートルの地点までづい、た

線.Iii！地点から2381瓦5,700メート jレの地•.＇.；.まで，JI いた~.

同地点から2701主に引いた総及び除1'1 ＇－‘により，，~まれた海jf1i 。

尾政治水ifli・ll'.rJ’lこ京総14l!ltl9分49秒以来のJ版製ill水1f1iた

だし、漁港法（11召羽125{1'・法ilt第137勺）の規定により指定さ

れた干il1i!!ti住の区域を除〈 。

大 ｜！日 28.4.10 制111111崎を..，’心として 2,000メートルの＂ I'径を有する1-'I内の
if~j(tj 。

Ill l司 " 川内川川l司橋右伴締台（北緋41[主11分47抄、＊絞140!.lt59分

46秒）を中心として2,000メートJレの下径をすTする円l人］の海

I同及び川内川川内幅下i出のinf川本if1iロ

尻 同州l II 弁天ねIii点（21メートjレ）を中心として 1,500メートルの

主，，径を有する阿内のi陣mi,
地
野辺地 " 野辺地町とJIH＇内村の境界ifm‘（」t~f.40!Jt53分 8 秒、取締

1411.lt 5分12抄）から90肢に引いたまらUkぴ除Ii’により｜川まれ

たi毎耐。 111. し、 ill.！治法により指定された ~f-辺地if！＼浴の121.h~
}} を除〈 。

｛書 ，， 安JI＇崎から令附崎まで’；1いた線及び隙Jj！.によりl剖まれたi陣
j(ij。fl［し、漁港i去により指定された小波漁港の区域を除〈 。

i甚 l菜 りIi II 入ll•i崎から行合的まて引いた払Ukひ銑Jj！により l国まれたi陣j(1j 。

子ノ口 30. 6. 1 小白石から 180J主に引いた線及び東fJ!ifの院Jj！により，，~まれ

た水ffli;Jf;_ぴに奥入瀬川子ノll楠上intのirif川水Im及ひ”Htt官II

iti 川守陣)¥ii柄下流のi'f川1)<Tfij。

'* 1主
，， 六方れとやl•U I川右J j！を結ぶ線及ひ＇Jl(jj”の険！ドにより Iillまれ

たノ・J<lf1i。

七’＇＇・長 ifr 58. 5.16 弁天崎（北緯40度46分59秒、束経401.!!'12分33秒）から 7lit 

30分、2,000メートルの地点までワ，，、た線 j,i)j也4てから331.主
2,300メー ト ルの地•.＇.；.まで•J I いた線、同地点から 123!Jt に づ l

いた給l及び降Jjlにより11rtまれた海mi。ただし、漁港f去の胤

定により指定された鯵ヶ沢漁港の区域を除〈 。
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図2.表lのとおり ．青森県が管理経営する港湾は， 重要港湾である青

森，八戸，むつ小川原，大凌の4港と地方港湾である小凌，野辺地． 川内，

大間，尻屋崎，深浦．七里長浜，休屋，子ノ口の9港，それに港湾法56条に

基づき指定された関根浜港がある。

近年においては地方においても，港湾は高度化する物流への対応やエネJレ

ギー資源の安定した輸入のための空間としては勿論の乙と．地域産業の振興

や地域住民のための豊かな生活空間としての位置づけが求められている。

一般的iζ，地方の港湾は，大都市歯にある港湾（大港湾）に比較し，経富

という考えが脆弱になりがちである。しかしながら，地方において乙そ，港

湾経営に対する考えを明確にする必要性が多大であると考えられる。

周知のように昭和63年3月（1988年）の津軽海峡線の開通により青函連絡

船が廃止され，市民の港lζ対する親しみは減少されたと言われている。また，

連絡船を中心と した港湾建設であったために，現在の都市計画の障害になっ

ている点も多々ある。そ乙で青森港においては本年度は約77億円の事業費を

かけ， 5万トン岸壁の整備のほかJR青森駅をまたぎ，都市機能と有機的に

結びついた港湾の建設に着手している。

青森県の港湾管理の機構は図3のとおりで港湾管理者の長である知事を

］頁点とし，行政の中l乙組み込まれている。

図 3 青森県の港湾管理機構

青森 j住管理事務所I,o；必j~

八戸港管理事務所 ｜八戸港

むつ小川版港管峨事務舟rIむつ，l、II
l『f森土木苓ト務所｜， 住

十和問土木事務所｜川地地 fノ11m休凶住

むつ土木事務所Ik滞在川川大間；笹川酬岳
鯵ヶ i尺土木事務所｜じ＇l!.J;i!≪住深；11ii

青森空浴管理事務所 I11保管治

（出典）青森県の港湾．青森県土木部港湾謀。
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地方港湾においても，港湾経営についてポートセーノレス（差別化）を意識し

た開発（経営）が要求されるだろう。

具体的には． 青森港．八戸港lζついては，外貿定期貨物の取扱が可能な国

際港を目指すとともに．海外との人的交流，経済交流等と促進するための施

設の整備が必要である。又．地理的特性を生かし，対ソビエト連邦との貿易

拠点等も考える必要があろう。

3.地方における港湾経営の問題点

わが国の歴史をかえりみると，画家成立以来その首都は，常lと畿内地方か

関東地方に置かれていた。乙の乙とは畿内地方と関東地方か，他地方に比し

抜群の地域性を有していたといえよう。文，乙れらの地域を結ぶ地帯とそれ

の延長線上にある北九州までの地域を通常「中央Jと認識している：）

乙れに対し「中央」以外の地域はし、わゆる「地方」の概念で捉えられてい

る。大都市圏とは結果的にいわゆる中央であり，巨大都市か発達し，それが

連担していわゆる東海道メガロポリスといわれる地域で，わが国産業に占め

る比重は極めて大きく，領域によっては80%を越える程の集積を示している。

乙れに対して地方圏は地域経済の基盤に第 l次産業をもち，地方都市を中

心に独自の生活圏を展開しながら，マク ロ経済的には財政補助に依存する構

造を持つ地域でミあると言えよう。乙のため大都市圏との聞に生活水準格差か

あり，乙れの是正が地域経済政策の大きな論点となっている。近年において，

工業の地方分散や地方定住傾向の顕在化で，生活水準の地域格差は著しく縮

少されてきたが，現在でも.30年代のいわゆる高度成長期に形成された過密 ・

過疎の格差が社会問題化しているご

巨大都市はいずれも恵まれた港と背後に広大な平野を有している点に注目

しなければならない。乙の条件は．古代から今日lζ至るまで，海上交通と港

湾整備に最も有利な条件を有していた国土条件であり，乙れが都市形成と地

域経済の発展lζ寄与したであろう乙とは，十分に考えられるであろう。乙の

条件を具備していない地方の中小都市は．小量輸送，高価輸送の陸上輸送iζ

依存せさるを得なくなる。
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全国lと港湾は．約1100存在する。図3のように，港湾は地域的には全国

にバランスよく分散されているが．港湾取扱高は上位8港湾l乙集中している。

又，図4の様lζ運輸関係社会資本の地域格差も明白である。

表 2 港湾数一覧表 （平成2年10月1日現在）

区 分 It.:~ U 

特定重要法n
]fr 要港湾

地方港湾

その他56条港湾

20 

113 

895 

71 

1き 右耳
‘事コ， 管 理

者

都道府県｜｜市町村｜｜法務局｜｜一務部組司合rI 5十
8 。 3 20 

91 19 2 113 

518(29) 377( 6) 。 。 895(35) 

合 計＼ 1・州叫 618(29)1 刷（刊 1 1 5 i 1，州お）
注 (1) c 〉内！主内政て・避f:~f（；を示す。
(2) その他56条と 11 ， 港湾法56糸に話づく港湾区J~！）＇.の定のない港湾を示す。

図 3 重要港湾位置図

平広 2 年 I~月 1 日間在

凡例

f) 判定E聖港湾
(10，型）

• I!宥宅，司
(Ill;!!) 

伊良．』τd -
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戦後の高度成長期をとおし．臨海装置型の重化学工業の発展と地方の開発

政策が一致 したととにより．港湾開発が遅れていた地方都市にも，港湾開発

が進められた。地方都市の港湾がその地域にすむ住民との関わりをもっとい

うことは言 うまでもなし、が，その ヒンタ ーランドの規模の小ささから，大都

市港湾との競争を始めから否定している傾向がある乙 とは指摘できょう。

また，鉄道・道路・港湾建設のような大きな事業は地域開発にとって，起

爆剤であり，地域整備の展開において最も基本となるものであるといえる。

表 3 平成元年度までに着手した港湾関係民活事業

・民活j去特定施設整備事業

プロジェクト名 工期 特定施設 関連施設 卒業 主 体 備 考

(l）横浜港みなとみ 62～2 国際会議場施設 ホテル 閥横浜国際平和 63. 1 . 8認定
らい21計画 国際見本市場施設 会議場
（中央地区）

巴） 釧路i巷再開発計 62～元 旅客ターミナル施 商業施設 側釧路河畔ll月発 63. 3 .30認定
直l 設 公社

(3) 大阪港南港地区 62～2 テレポート 大阪メディアポ 63. 3 .30認定
テレポート務備計 一ト側

(4) 直江津港南ふ頭 63 旅客ターミナル施詰 佐渡汽船閑 63. 6 .15波、定
再開発計画 設

（日背森港本港地区 63～2 港湾文化交流施設 商業施設 青森ウォーター 元.2 .16認定
再開発計飯l フロント開発側

(6) 東京港竹芝地区 63～2 港湾業務用施設 商業施設、 竹芝地域開発（掬 元.3 .20認定
再開発計画 ホテル

同神戸港南浜地区 63～3 旅客ターミナル施 緑地、商業 三菱倉庫鮒 元.3 . 24~.定
再開発計画 設 施設

(8) 目立港第4ふ頭 元～ 3 物流高度化基量生施 目立埠頭側 2. 1 .19認定
地区開発計画 設

(9) JJ;¥.釜i巷1111台港区 元～ 2 物流j'[:j)J!'化基鍛施 仙台港流通ター 2. 3. 7認定
中野地区開発計画 設 ミナル側

(10) 早岐港ハウステ 元一 3 港湾文化交流施設 緑地 ハウステンポス 2 3. n~.定
ンポス計画 』附

(]]) 秋田港本港地区 元～ 3 港湾文化交流施設 商業施設 ポート秋田開 2. 3 .28認定
再開発計画

（！日北九州i巷新門司 元～ 2 旅客ターミナル施 商業施設 阪九フェリー鮒 2. 3 .28認定
地区開発計画 設

(13）博多港博多ふ頭 元～ 2 旅客ターミナル施 商業施設 側サン ・ピア博 2. 3 .28認定
地区再開発計画 設 多

（出典）運輸白書，平成2年版。



184 地方における港湾経営とウォーターフロン卜開発について

図 4 人口．而＇~ 告苛IIL fこillllll¥111!,UltYl＝判宜聞の地唱lttt

＂）地問別 1rn1n1tn

ii: Ill flii，ηl lil¥I’，，..，，，，，， 1:.t'lll＂’e 則＂Pl. l~l:ll •. tゐー

"' 11;rn1二11 州，，.『u て＇！1111＇.仰ll17'"•· ~·.I ＂ ろ h’ JII ' . ., ~ 
1J:1U.IJ Im ： ~ 河川，A I• ~. I'll円1111切で，： rr1111 写に＂· る~＂＇ IJ ~ .! " 
G“＇ ,.,,. I’＇＂汁 11·.; 1 ・ ~！ It ろ
1.11 ’l•r.tl~IJ ·~r,,ir .. 川I'.＇＼＇・ ＇＇＂＂＇・，仲令川r.1,,.1：＇叫I.れ；＇.h'lrn.t
金＇＂＂I.?.-nr.¥ 州市町内＇'" ~・. 1，、P<muA•m. ＂＂’＂＇＂ ・I鉄時r.1.
命ll＇＇＂円4附I＼＇，モ1ろ．
Ill I I l'≪>n削I.I 11!1ぺ1'!'<1,11.UI:1~1. l ~母、 I .

（出典）運輸白書．平成2年版。
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一方において，日本においてはその方式は政府との連携．民間資金の導入

が必要とされている。文，その開発方式も政府公団による物，第三セクター・

外郭団体・特別会計方式などにより分類できる。大型事業については公団

公社，第三セクター，特別法人がつくられるか，その事業の調整．推進機

関としての整備公社，推進協会か必要とされる。表3＇ζ港湾関係民活事業
を掲げたが．関連事業等が多くなるにしたがってその開発主体か地方iζ依

存せざるを得なくなってきた。乙のような関連事業のひろがりが広くなれ

ばなるほど自治体の献身的な参画が不可欠となる。逆説的にいえば．中核

となる自治体による人員の派遣，財源の支出．調整役の引受などが必要とな

る。換言すれば，形式面lζ乙だわり，出資の割合とか施設の大小，メリッ 卜

の多少によって責任や推進力の比率を決めていく といった合議・連合体制が

実質的に行われるならば，その開発の在り方は合理的とは言えないだろう。

たしかに中央と地方が協議し協力し合う乙とは大切であるが，そのどちら

かが中心的なイニシアティブをとらなければ開発事業は前進しないだろう。

単一目的の事業の場合は．政府がその威力を発揮するのであるが，地域性のあ

る複合的事業となるにしたがってどうしても自治体の実質的な主導性が求め

られるようになる。

港湾などの開発事業を円滑に推進し，可能な限りコストを下げ．収益部門

を将来にわたって維持していくためには．公共開発としての役割を踏まえて

いかねばならない。乙乙でいう収益部門というのは港湾経営等がζれにあ

たると思われるからである。

港湾開発等の開発事業の成否のかき、、をにぎっているのが．土地の取得であ

る。日本の現行制度においては．開発計画発表後，公共事業用地を安価lζ買

収する乙とは不可能である。まして．開発利益を税制度によって社会的に還

元させる乙とは可能であるが，その割合はとても低い。そのような理由からも

先行用地の買収によって開発利益を内に吸収する乙とが必要であるとされ

ている。港湾開発の一つ柱である臨海部の埋立事業の場合は．公共用地を

自ら作りだし，原価で造成する乙とか可能であるが，それに付随する事業の予

算をそれに上乗せしていく必要があろう。又，そのためには．公共用地用の
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スペース以外の都市開発関連問地を十二分にその事業計画内にとり入れ．将

来の収益源として用意していく必要がある。

乙のように公共開発により収益を生み出すためには，単iζ港湾計画におけ

る埠頭建設や空港，学園都市の構想だけではなく，背後地（ ヒンターラン ド）

をも含めた都市整備の基本構想、を制定し．開発地域全体の地域開発を推進す

る必要があろう。もし土地の先行取得か可能でない場合には．開発負担金

制度を導入するなどして，地域整備の資金分担を求める乙となど何らかの

施策を行わない限り，関連公共投資は巨額に達するであろうし．補助金lζ頼

るだけでは，事業そのものの実行も非常に限りがあるだろう。

従来，地域開発にあたっては鐙設中心l乙考えられ，また計画 ・実行されて

きたが，地域の発達の継続性という立場からみても，建設後の施設の経営を

より重視して計画を推進しなければならない。

仮lζ港湾整備計画を推進したとしても，その利用者（社）が少ないとか，

工業用地を造成しでも進出企業が少ない場合，建設資金の償還にも行き詰ま

る乙とになる。現に多くの地方港湾において，乙の実例をみる乙とができる。

すなわちマクロ経済的な経営視点から先行かっ集約投資をする必要があろう。

全体の地域開発計画の中で， 交通機関 ・施設の整備はそれ自体としてはたと

え赤字であっても，開発用地の付加価値を高め，施設の利用者（社）を増加

させる可能性という立場から，全体と しての収支からみれば赤字は十分に補

績できるといえる。とはし、っても．交通機関 ・施設の赤字をできる可能な限

り小さくするために住宅，企業などの立地によって反対交通の発生など．都

市施設の配置からみて経営環境をっくり上げてし、かなければならない。

乙れらの乙とは，多くの人々によって指摘されてきたが．港湾経営におい

ても欧米のポートオーソリティ（PortAuthority）のような組織を成立さ

せるためには．自治的精神の成熟した市民と社会が存在しなければならない~）

4.地方における港湾経営の課題

地域開発の基本理念は．その地域の発展iζ伴い所得の増加，雇用の促進等

が直接地域住民に多くの好結果をもたらす乙とにあると考えられる。また．
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間接的には地方財政の増収があげられ，それは，住民サービスに還元される。

地域の発展の一つの指標は人口で、ある。人口減少地域にとって地域開発．ま

たは企業誘致は雇用機会の増大につきるといえる。その乙とは過疎地区とい

われている地域の基本政策からも確認できる。換言すると．乙の乙とは過疎地

区にとってのみでなく．一部の巨大都市をのぞけば，地方中核都市と呼ばれ

ている都市を含め成長志向性を持っているといえよう。

また，地域として人口を定着させ生活基盤を支えていくためにも，企業誘

致のため地方税を減免し，経営危機IL陥った企業に緊急融資をするなども，

公共施策のーっと言える。もし，年々，減少しつつある人口を企業誘致によっ

て喰いとめる乙とができるとすれば，一人当たりの行政コストも減少し，公

共施設の遊休化という事態も免れ，さらIL過疎対策などの財政支出をしなく

てもすむ。乙のような諸々の効果を考えるならば，誘致iとともなう租税優遇

措置や奨励金制度は，地域経宮全体からみて財政コストの逓減をもたらす積

極的施策ともいえよう。

しかしながら，地域開発は単純に奨励されるべきものではない。公害． 環

境破壊という ，マイナス現象はすでに指摘されているが，地方財政そのもの

にとっても，決してプラス面ばかりとはいえなし、からである。石油化学コン

ビナー卜などの装置型産業や重化学工業の立地も．その財政収支において多

大な誤算があった。それは関連公共投資の増大や公害対策費の増加などであ

る。それを市民の側からみると．海面の埋立によるリゾー 卜地帯の喪失，工

場建設による景観の破壊なと、環境面でのマイナスか非常K大きいといえよう。

すなわち地域開発の結果は，単lζ経済的な指標だけでなく．生活環境面で

の指標をふくめた総合的なもので判断すべきである。

乙のような価値基準は，市民生活の水準向上iとともなってますます重要視

されるであろう。近年．環境・余暇・文化等にたいし関心が高まってきて

いるが．本質的にはその地域にある資産を活用し． 実質的な生活の質を高め

るという事が大切であると言えよう。

乙のような地域開発の評価は各地域の人口の状況などによって違ってくる。

人口減少地域にとって，企業誘致は絶大な効果をもっている。しかし，人口
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急増地区にとって集積化はマイナスの効果しかもたらさないといえる。 また

環境破壊のおそれの少ない工業適地をもっている地域と自然破壊を伴つての

み地域開発のできない地域とでは，地域開発の効果の格差はあまりにも大き

し、。

結論的にいえば，人口等のファンタメンタルズ、に応じて企業誘致に強弱が

あってしかるべきで，大都市近郊地域においてはウォーターフ ロン卜地域の

再開発などに限定する必要があろう。地域にとっての成長は必要であるが，

それによって失うべきものとの比較でその政策を決定する必要がある。

すなわち，地域にとって所得 ・生産という経済的思恵とともに， 環境 ・文

化・ 人間関係という生活の質がもっ思恵もまた同じくらい生活にとってなく

てはならない要素であるといえる。

企業誘致による雇用硲保か環境保全による生活の質をまもるかは，ある意

味では矛盾する乙とである。その選択については． 単lζ行政サイドの選択で

はなく住民に委ねる必要があろう。

昭和37年 (1962年） 10月策定の全国総合計画によって拠点開発方式といわ

れる地域格差の是正を目標とした方式を採用したが，あまり成功したとはい

えなかった。

地方自治体の多くは，立地企業のない広い工業用地（多くの場合臨海部に

ある）を持ち，今もなお埋立事業会計の金利負担におわれるのが実情である。

しかしながら，拠点開発方式で失敗したからといって地域開発を止めるとい

うのではもちろんない。地域の発展を図る乙とは経済のみならず福祉Kあっ

ても不可欠の前提である。 しかし問題はどのような戦略を選択するかである。

最も多いのは外部依存型ともいえる企業誘致による方法である。 しかし．

工場団地方式による企業誘致は全国総合開発計画の時のように常に危険負担

を伴っている。

それに変わって． 最近．注目を集めているのが内部的といわれている地域

開発で． 最も有名な事例では大分県の一村一品運動である。村お乙し運動と

も言われ．企業誘致政策と比べではるかに創造的 ・自力的であるといえる。

乙の内部的地域開発は二つにわける乙とができる。一つは，既存の地場
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産業の育成をつうじてその高度化を図る方向と．もう一つは．地域内の資

源・特性を活用して新しい産業を創造する方向である。

地方財政の視点からみる限り，内部的地域開発の方か有利であると考えら

れる。それは，地域開発のために特に先行的な産業基盤整備とか，また，

従業者のための住宅などの新規投資か必要とされないからである。換言す

れば．内部的地域開発はすでにある都市施設の延長上の開発であり ，同じ経

済効果がもたらされるならば，はるかに低い財政コス卜ですすむ乙とになる

であろう。

文，内部的地域開発は地方財政lζ大きな変動要因とならず，むしろ安定化

をもたらしたと言えよう。

以上のような内部的地域開発の有利性は，財政以外の地域社会のあり方か

らみても，きわめて好ましいパターンといえる。まず．内部地域開発は自然

環境に大きな環境の変化をもたらす乙とか少ない。コンビナー 卜や住宅の進

出は，地元住民にとって好むと好まさるにかかわらず，職業・生活機式の転

換を迫ってきた。地域住民にとってそ乙には選択の余地がほとんどない。そ

れに対して内部的開発は地域lζ環境変化をもたらすか．それははるかに緩慢

であり，選択性か残されているといえる。

次iζ，内部的地域開発の方がはるかに雇用効果がすぐれている。地域開発

が市民的視点から求められるのは何よりもその雇用効果で．しかも地元住民

の雇用である。コンビナート方式のような企業誘致は若年労働者は雇用する

が．中高年齢層の雇用機会の増加はとてもむずかしいだろう。地方財政の点

からみれば，地域住民が広い範囲から雇用される乙とが望ましく，またその

乙とが地域開発の根本政策だと言えよう。企業誘致による地域開発は．地域

にとってはただ生産の場を創造するだけであり，地域社会との結びつきは決

して強いとは言えない。乙れに対し，地場産業の育成は．地域l乙根をはった

産業となろう。すなわち企業としての発展のエネノレギーも地元に蓄積され．

新しい産業の創造に寄与する可能性もある。

地域社会と港とのつながりは，わが国においては， 「資本の論理」による

ものが多かった。すなわち，国内資源の貧しいわが国においては，重化学工
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業の多くは臨海部iζ立地し， 港湾l乙隣接するかあるいは自ら港湾を持つ乙と

によって成り立っていた：）

明治以降の国の港湾に対する考え方から．“港湾＝生産の場”という概念、

ができあがっている。しかしながら今後においては．市民との関連において．

商的メカニズムや内部的地域開発等と結びついた「港湾都市」を創造する必

要があろう。

5.結びに

地域経済の活性化という言葉が， 最近とみに使われている。それは，定住

志向の高まりを背景にして，Uターン・ Jターン希望者か増加している乙と

にも．一因があるだろう。しかながら．それらの人々にとって，最も大きな

関心である雇用機会は，多くの地域において不足しているといえよう。

地域経済における雇用機会の増大の方法は大きく分けて3つある。

図4 総合的港湾空間

・港，暗のア〆ニティの向上

・海洋性レク リヱーション墓地の!l｛踊
・耐震性の高い港湾B主役の笠惜
・港湾や海洋の環境の改善 など

•l'i合的な物，史ターミナルのきE備 ・ハイテタ産費真空間の聖i高

・高規絡な臨港道路の笠慨 ・図際情報拠点港，Eの笠1踊
・港湾中偲拠務空間の整備 ・t也1車産禦港湾の整備なと

・静浸水場の確保 など
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それは，地域産業の再生であり，また，創出であり．企業誘致でもある。

前述の通り 中でも，創出の方法が一番良いといえよう。 地域経済活性化の

主役は，あくまでも地域産業であるべきだといえよう。

「地方の時代」という言葉が使われだしてから久しし、。しかしながら．本

当の意味での地方経済の自立には， いずれも程遠いといえよう。地方におけ

る産業政策に自主性，主体性が確立した時lζ，真の意味での地方の時代とい

う言葉が使われるといえよう。

図4のように港湾地域における物流・産業・生活の 3つの機能をバラン

スよく形成する乙とが，その地域の活性化へ結びつけるものだと思われる。

換言すれば，その方法なく しては，地方の港湾の総合的な開発（創造）が不

可欠であると言えよう。

注目 柴田悦子稿「港湾広域化問題の一考察」港湾経済研究Nu9 1971 p.109。

2) 都市環境研究会「都市と 1ウォーターフロント」都市文化社 p.4一7o

3）竹内良夫著 「港を作る 流通・産業から都市活動へ」新潮社 pP.155ー1570

4) 北見俊郎著「都市と港」同文舘 pP.19-20。

5) 東奥年鑑1991 東奥日報社 p.1890 

6) 竹内淳彦著「技術革新と工業地域」大明堂 pP.38-410 

7) 竹内良夫著「前掲書」新潮社 pP.116-1170 

8) 都市環境研究会「前掲書」都市文化社 p.28o 

9）北見俊郎奥村武正編著「都市と臨海部開発J成山堂 p.11-130

lOl 竹内良夫著［前掲書」 新潮社 p.2150 


